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中
世
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
に
関
す
る
最
近
の
諸
研
究
は
、
教
会
法
制
史
の
立
場
か
ら
従
来
与
え
ら
れ
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
を
、
次
第
に

修
正
し
つ
つ
あ
る
様
に
見
え
る
。
特
に
、
一
九
八
二
年
に
切
’
付
さ
れ
た
、
ミ
レ
に
よ
る
、
中
世
末
期
の
ラ
ン
司
教
座
聖
堂
参
事
会
を
対
象

守
也

と
す
る
研
究
は
、
こ
の
分
野
で
の
最
近
の
最
も
注
目
す
べ
き
論
考
で
あ
る
。

彼
女
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
ラ
ン
司
教
座
聖
堂
参
事
会
は
も
は
や
、
司
教
の
補
佐
機
関
と
し
て
は
機
能
し
て
お
ら
ず
、
文
、
司
教
の

選
択
に
も
関
与
し
な
い
。
本
来
そ
の
存
在
理
由
で
あ
っ
た
は
ず
の
典
礼
に
関
し
て
も
、
こ
れ
は
参
事
会
員
達
の
活
動
の
ご
く
一
部
を
占
め

る
に
す
ぎ
ず
、
中
に
は
、
こ
の
義
務
を
全
く
免
れ
て
い
る
者
す
ら
存
在
す
る
。
共
同
生
活
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
全
く
問
題
と
な
ら
な
い
。z

 

即
ち
、
約
半
数
は
、
「
非
居
住
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
残
り
の
「
居
住
者
」
も
、
一
年
二
八
週
の
ラ
ン
滞
在
が
課
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

他
方
、
参
事
会
員
達
は
、
同
時
に
、
他
の
聖
俗
諸
機
関
に
於
い
て
活
動
し
て
い
る
。
彼
等
の
占
め
て
い
た
役
職
は
、
王
の
宮
廷
や
教
皇

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
差
冨
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）
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庁
に
於
け
る
そ
れ
か
ら
、
聖
俗
有
力
者
の
側
近
に
至
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
、
空
間
的
に
も
広
範
囲
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼

等
の
ほ
ぼ
全
員
が
、
大
学
教
育
を
受
け
、
し
か
も
、
神
学
よ
り
法
学
、
そ
の
中
で
も
、
教
会
法
よ
り
ロ
l
マ
法
を
修
め
た
者
の
方
が
多
い

令
必

と
い
う
事
状
に
無
縁
で
あ
る
は
ず
が
あ
る
ま
い
。
更
に
、
一
教
会
人
と
し
て
の
彼
等
の
経
歴
は
し
ば
し
ば
、
こ
の
地
位
を
そ
の
終
着
点
と

小品

は
し
な
い
。
彼
等
の
中
か
ら
は
、
こ
の
時
期
、
二
人
の
教
皇
、
二
五
人
の
枢
機
卿
、
五
四
人
の
司
教
が
輩
出
し
て
い
る
。

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

即
ち
、
中
世
末
期
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
と
は
、
な
に
よ
り
、
高
等
教
育
、
中
で
も
法
学
教
育
を
受
け
た
実
務
者
集
団
で
あ
り
、
彼
等

の
活
動
は
、
イ
ン
タ
ー
H

ロ
ー
カ
ル
、
か
っ
、
聖
俗
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
し
ば
し
ば
「
出
世
」
し
て
、
そ
の
地
位
を

命
↓

離
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

守白
W

従
っ
て
、
大
多
数
の
者
に
と
っ
て
、
参
事
会
員
職
と
は
、
一
つ
の
収
入
源
、
或
い
は
、
経
歴
の
一
過
程
に
す
ぎ
な
い
。

教
会
制
度
上
の
機
関
と
し
て
の
性
格
が
薄
れ
、
共
同
生
活
も
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
の
段
階
で
の
司
教
座
聖
堂
参
事
会
は
、
故
に
、

聖
俗
様
々
な
諸
権
利
を
有
す
る
団
体
で
、
特
に
経
済
的
側
面
が
優
越
し
て
い
る
と
す
る
事
が
出
来
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ミ
レ
の
表
現

を
借
り
れ
ば
、
参
事
会
と
は
、
現
代
で
い
う
株
式
会
社
で
あ
り
、
参
事
会
員
は
、
株
（

U
Z
σ
g
E）
の
保
有
者
と
し
て
、
そ
の
配
当
に
あ

づ
か
る
。
役
員
は
、
参
事
会
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
特
別
の
報
酬
を
得
て
所
領
管
理
等
を
行
な
い
、
一
年
に
一
度
、
参
事
会
長
主
宰
の
総

骨
易

会
に
於
て
、
会
計
報
告
等
を
行
な
う
。
こ
こ
で
は
同
時
に
、
規
約
等
の
諸
問
題
が
討
議
さ
れ
る
。
こ
こ
に
於
て
は
、
正
し
く
、
「
利
害
の
共

同
体
」
が
現
わ
れ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
参
事
会
員
達
の
前
述
の
様
な
広
範
な
活

動
を
可
能
に
し
た
も
の
こ
そ
、
利
益
団
体
と
し
て
の
参
事
会
の
形
成
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
逆
に
問
い
直
す
事
も
又
、
可
能
で
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
い
う
な
ら
、
司
教
と
独
立
し
た
自
律
団
体
と
し
て
の
参
事
会
の
形
成
は
、
い
て
い
か
な
る
形
で
行
な

わ
れ
た
か
と
い
う
点
に
、
問
題
の
一
要
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

事
実
、
従
来
の
研
究
が
、
九
｜
十
二
世
紀
の
そ
れ
に
関
し
て
与
え
て
き
た
の
は
、
「
生
活
の
共
同
体
」
か
ら
「
利
害
の
共
同
体
」
へ
と
い

う
図
式
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
一
般
に
、
古
代
末
期
に
既
に
司
教
の
周
囲
に
い
た
聖
職
者
達
に
、
七
五
五
／
六
年
成
立
の
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
戒



律
を
再
編
集
し
た
と
さ
れ
る
八
一
六
／
七
年
の
ア
l
ヒ
ェ
ン
公
会
議
規
定
（
ア
l
ヒ
ェ
ン
戒
律
）
が
律
修
生
活
を
課
し
た
年
に
、
そ
の
成

立
が
求
め
ら
れ
る
司
教
座
聖
堂
参
事
会
は
、
そ
の
後
の
数
世
紀
を
通
じ
て
、
一
方
で
は
、
律
修
生
活
を
弛
緩
さ
せ
つ
つ
、
他
方
で
は
、
個

（

H｝
 

有
の
財
産
（
参
事
会
取
り
分
）
を
形
成
し
て
、
こ
れ
を
望
号

g
Eに
分
割
す
る
。
十
一
世
紀
後
半
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
参
事
会
運
動
」
も
、

4
教
座
聖
堂
参
事
会
に
は
あ
ま
り
浸
透
せ
ず
、
多
く
は
、
在
俗
教
会
と
し
て
、
こ
の
運
動
の
枠
外
に
留
っ
た
。
教
会
法
上
の
「
古
典
期
」

に
は
、
こ
の
聖
職
者
の
団
体
は
、
司
教
選
挙
を
独
占
し
、
破
門
・
聖
務
停
止
等
を
下
し
得
る
司
教
座
教
会
内
の
一
機
関
で
、
司
教
と
様
々

な
レ
ヴ
ェ
ル
で
そ
の
諸
権
利
を
争
い
、
遂
に
は
、
司
教
裁
治
権
か
ら
免
属
す
る
。
他
方
、
司
教
は
、
司
教
区
管
理
の
た
め
に
新
た
な
家
政

機
関
を
必
要
と
し
て
、
司
教
区
総
代
理
、
司
教
区
判
事
を
生
み
出
し
て
い
く
、
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
決
定
的
な
変
化
が
生
じ
た
時
期
、
或
い
は
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
不
明
な
点
が
多
い

ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
各
司
教
座
教
会
ご
と
の
多
様
性
が
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
よ
り
大
き
な
問
題

は
、
史
料
の
決
定
的
不
足
の
中
に
存
す
る
。
こ
の
点
は
、
我
々
が
も
は
や
、
十
三
世
紀
以
降
の
像
を
無
前
提
に
そ
れ
以
前
に
投
影
す
る
様

な
ト
刀
法
を
と
り
得
な
い
だ
け
に
、
ま
す
ま
す
深
刻
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
は
、
作
業
と
し
て
は
、
断
片
的
な
情
報
を
積
み
上
げ
て
い
く

（

却

｝

門

別

〉

し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
一
応
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
要
素
と
し
て
、
共
同
生
活
の
維
持
、
参
事
会
取
り
分
の
分
立
、
教
会
制
度

【

nv

（

犯

｝

（

羽

｝

上
の
機
関
と
し
て
の
役
割
、
参
事
会
員
の
個
別
調
査
の
四
点
が
想
定
さ
れ
、
更
に
、
法
人
格
と
し
て
の
成
立
要
件
が
付
け
加
え
ら
れ
得
る

と
考
え
る
事
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
等
の
諸
面
に
つ
い
て
、
通
時
的
な
変
化
を
追
跡
し
、
か
っ
、
そ
れ
等
の
相
互
連
関
を

問
題
と
す
る
に
は
、
前
述
の
様
に
、
史
料
は
断
片
的
か
っ
内
容
的
に
貧
弱
で
あ
り
、
史
料
状
況
そ
れ
自
体
か
ら
の
推
論
に
陥
る
危
険
を
は

ら
ん
で
い
る
。
故
に
、
筆
者
は
、
よ
り
史
料
に
密
着
し
た
形
で
検
討
し
得
る
基
準
、
即
ち
、
司
教
と
参
事
会
と
の
具
体
的
諸
関
係
を
問
題

と
し
た
い
。
前
述
の
諸
面
も
全
て
、
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
そ
の
前
提
作
業
と
し
て
、
司
教
座
教
会
が
発
行
し
た
文
書
、
具
体
的
に
は
1

司
教
文
書
及
び
参
事
会
文
書
に
於
け
る
、
参

｛お】

事
会
、
参
事
会
員
の
言
及
状
況
を
検
討
す
る
。
こ
の
際
、
対
象
と
し
て
パ
リ
を
選
ん
だ
わ
け
は
、
史
料
の
刊
行
状
況
の
他
に
、
い
ま
一
つ

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

九
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司
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一四
O

理
由
が
あ
る
。
即
ち
、

フ
ラ
ン
ス
王
国
の
政
治
的
中
心
た
る
パ
リ
は
同
時
に
、
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
リ
カ
テ
ド
ラ
ル
と
「
大
学
」
を
生
み
出
し
た

文
化
的
大
「
都
市
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
ミ
レ
は
、
ラ
ン
を
当
時
の
北
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
司
教
座
都
市
の
典
型
と
し
た
上
で
、

｛

nv 

パ
リ
を
特
に
別
扱
い
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
す
ま
す
、
そ
の
特
殊
性
は
、
我
々
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

考
察
に
入
る
前
に
、
作
業
上
、
参
事
会
・
参
事
会
員
を
ど
の
様
な
基
準
で
拾
い
出
す
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
参
事
会
を
一
応
、
参
事
会
員
の
集
合
体
と
す
る
事
は
出
来
て
も
、
そ
の
前
提
た
る
参
事
ム
云
員
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は

｛却｝

な
い
。
例
え
ば
、
参
事
会
員
を
胃

5
2
E
保
有
者
と
し
て
定
義
す
る
事
は
、
厳
密
に
は
正
し
く
な
く
、
か
っ
、
実
際
の
作
業
で
は
全
く

用
を
な
さ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
司
教
座
教
会
の
聖
職
者
で
、

gロ
o
E
2∞
と
呼
ば
れ
る
者
を
絶
対
の
基
準
と
し
、
こ
こ
か
ら
、

文
脈
上
、
同
一
の
地
位
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
人
間
違
を
問
題
と
し
た
。

〔註〕（

l）
 

n
『
・
の
き
骨
g
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3
S
H
吾
、
岡
崎
町
宮
ピ

e
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官
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5・
t
h
g
S
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5
3
H
N
o
s
h
E
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5
3・

2
y
－
3IC斗
・
こ
の
動
向
は
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
に
限
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
教
会
法
制
史
研
究
全
体
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
一
方

で
、
従
来
の
教
会
法
研
究
が
、
教
会
法
集
成
に
採
ら
れ
た
史
料
を
基
礎
に
、
教
会
法
学
者
達
の
意
見
を
参
照
し
つ
つ
、
一
般
原
則
を
抽
出
す
る
事
を

目
的
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
最
近
は
む
し
ろ
、
法
理
の
形
成
過
程
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
結
果
、
教
会
法
自
体
も
、
教
会
法
学
者
逮

の
見
解
と
共
に
、
特
定
時
期
に
於
け
る
一
段
階
と
し
て
把
え
ら
れ
、
必
然
的
に
、
時
間
的
変
化
、
同
一
時
期
に
於
け
る
差
異
が
ク
ロ
ー
ズ
H
ア
ッ
プ

さ
れ
る
。
他
方
、
諸
制
度
に
関
し
て
は
、
ま
す
ま
す
、
空
間
的
・
時
間
的
違
い
が
認
識
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
具
体
的
機
能
の
仕
方
、
或
い
は
、

そ
れ
を
支
え
る
人
間
の
多
様
な
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
ゴ
ド
ゥ
メ
の
近
著
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
西
欧
教
会
法

制
史
』
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
で
あ
る
が
、
こ
の
機
な
新
し
い
動
向
を
最
も
よ
く
伝
え
て
い
る
。
ぇ
・
。
巳
－
－
司
自
包
ロ
・
回
・
・
。

o
g同
】
同
町
円

g
E－
E
g
h叫司星崎

、wEgdqsEN・
5
g－
3
・
8
品

i
g・
尚
、
最
近
の
教
会
法
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
淵
倫
彦
「
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
カ
ノ
ン
法
史
学
」
『
法

制
史
研
究
』
二
七
号
（
一
九
七
八
年
）
参
照
。
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包
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ω
l
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教
会
職
の
場
合
、
し
ば
し
ば
「
聖
職
兼
任
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が
行
な
わ
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た

o
S
R・
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・
M
B
I
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（5
）
室
町
同
・
・

3
・∞吋

E
O－－
8
1当
・
尚
、
最
近
の
中
世
末
期
天
学
史
研
究
の
中
心
一
課
題
が
、
学
生
の
出
自
の
問
題
と
共
に
、
彼
等
の
そ
の
後
の
継
歴

の
調
査
に
あ
る
事
は
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
、
〈
m『伺白戸』・－

h
g
R
3肌色町議民同私的ぬ尽

きロヨ同諸島町向・

2
ユ印司

za参
照
。
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
大
嶋
誠
「
フ
ラ
ン
ス
中
世
末
期
大
学
史
研
究
と
〈
聖
職
禄
希
望
者
名
簿
〉
」
『
西
洋
中
世

の
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
』
（
一
九
八
三
年
）
が
あ
る
。

（
6
）

p
h
E
2・戸・

0も－

RHS
間選－

M
O
C
N
N・

（7
）
ミ
レ
の
描
く
像
が
、
ど
の
程
度
一
般
化
さ
れ
得
る
か
は
、
別
の
課
題
と
し
て
当
然
残
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
ラ
ン
の
ケ
l
ス
が
決
し
て
ス
タ

ン
ダ
1
ド
を
は
ず
れ
な
い
事
を
指
摘
す
る
に
留
め
る
。
註
（
1
）
に
挙
げ
た
ゴ
ド
ゥ
メ
の
著
書
及
び
彼
の
ミ
レ
の
研
究
に
対
す
る
書
評
（
の
き
母
ヨ
叩
？

？
の
o
s
u
g
B
Eロ・

E
ロ
白
河
富
一
門
出
訴
訟
霊
『
由
告

hHEH
」ざ
3
2常
時
同
臥
5
3
h
R
2・
5
8・
3
・
N
S
l
g）
参
照
。

（8
）
こ
の
時
期
に
、
一
生
を
、
典
礼
に
従
事
し
つ
つ
、
ラ
ン
で
す
ご
す
タ
イ
プ
の
参
事
会
員
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
し
か
し
、
彼

等
は
、
少
数
派
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

gF－－巾
F
E－－

e－
門
戸
同
省
・

Nω
切る－

N品仏
l。・

（
9
）
同
守
H

．a・－同
y
M
g・
尚
、
彼
女
に
は
、
参
事
会
所
領
の
管
理
、
及
び
収
益
の
配
分
に
閲
す
る
未
刊
行
の
論
考
が
あ
り
、
一
部
は
、

E
Z
2・
F
F
g

刃向凶円
H
E
oロ
∞
岳
w
印
胃
bσmロ
色
町
白
血
己
口
町
田
℃
芹
円
m
a叩
F白
Oロ一『
Oロ口己
O口
口
市
自
四
ロ
円
円
ロ
ロ
印
可
凹
芯
百
四
品
官
－
R
曲目円四（
M

内回目同町
l
M〈叩回目
pnZ凹）・色白『
Mm

N認
定
芝
足
意
向
色
町
、
待
。
』
同

a
g
Q
Sミ
8
・
E
0・
E
Sと
し
て
参
照
す
る
事
が
出
来
る
。

（
叩
）
円
、
叩
切
『

B
・
p－
宮
崎
号
尽
き
2
3
h
r
g
H
S
R
S
号

h
a
g忌
言
応
急
患
S
F
F
－F
E
E－－
c
E－℃・

ωコ・

（
U
）
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
、
ァ
1
ヒ
ェ
ン
両
戒
律
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
カ
ロ
リ
ン
グ
教
会
改
革
全
体
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
一
括
し
て
別
稿

の
課
題
と
し
た
い
。
尚
、
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
戒
律
に
関
し
て
は
、
最
新
の
エ
デ
ィ
シ
ヨ
ン
を
使
っ
た
邦
訳
が
あ
る
。
梅
津
教
孝
「
メ
ッ
ス
司
教
ク
ロ
デ

ガ
ン
グ
に
よ
る
司
教
座
聖
堂
参
事
会
会
則
」
『
史
学
雑
誌
』
第
九
二
編
第
十
号
（
一
九
八
三
年
）
。

（
ロ
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
、
か
な
り
悲
観
的
な
面
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
で
は
研
究
の
進
展
と
共
に
、
よ
り
具
体
的
な
あ
り
方

が
析
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
代
表
と
し
て
、
ユ
ベ

l
ル
の
非
常
に
興
味
深
い
論
文
を
挙
げ
て
お
く
。
国

Z
Zュ
・
ア

E

i
巾
n
o
g
gロ
宮

内

H
a
n－R
2
2
E
R志
o－S
F
E
E
ト
a
S
S
R運
営
語
母
町
立
町
3
a
a
s
gな
し
司
、
司
旬
、

h

E－8
・
E
O
N－

（
日
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
レ

1
ヌ
の
次
に
挙
げ
る
こ
論
考
が
、
今
も
っ
て
基
本
文
献
で
あ
る

o
F
2
5・
回
・
円
ロ
ユ
区
若
母
師
さ
き
的
S
R
Hぬ
ま
た

四
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許可
S
3
2
8
を
な
由
同
時
三
間
陶
芸
選
8
$
8
吾

、

S
3
R
S
H
N
J
P
S－
E
Z
Eま－

HUH
－
二
件
－

F
g
oユ
m
z
g
号
宮
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『
b
Zロ
ap

eロ印
勾
S
S
A霊的
H
0
3
h
E
R同5
．F
合
印
耶
『
S

∞－

z
s・
取
り
分

S
E
a－
ヨ
叩
ロ
回
目
と
は
、
高
位
聖
職
者
、
或
い
は
共
同
体
の
消
費
の
た
め
に
充

て
ら
れ
た
財
産
の
総
体
で
あ
り
、
こ
の
内
、
参
事
会
に
充
て
ら
れ
た
も
の
を
、
参
事
会
取
り
分

B
E
g
s立
E
E
S
と
呼
ぶ
。
我
が
国
で
も
、
家

卓
分
、
取
得
分
等
の
訳
語
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
様
に
訳
し
て
お
く
。

（
M
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

0
2
S
M叩・。
F
t
s
s
o
E冊目－
E
E
E
ミ
S
S吉
弘

JFEO志
向
h
h
h
o
h
g
E
S
R
a
r
s臼
H
S
R
E－－＠印
ω
一

ト
a
S
F
6
8
s
s
s
岳
町
三
時
3
君
”
・
認
S
R
N
H
悶
旬
、
h
玄
巴
白
ロ

0・
冨
∞

M－
N
〈
O－
一
寸

Oロ
σ
q
F
同ν
・・問、曲三叩

8
5
5
Z口
市
己
g
n－2
8
2
M
M－m

出
向
即
位

p
n
z
p
a
g白
河
さ
一
、
号
芯
立
宮
崎
－

N
2・
5
2
が
基
本
文
献
で
あ
り
、
我
が
国
で
も
、
今
野
国
雄
氏
に
よ
っ
て
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
今
野
国
雄
「
聖
堂
参
事
会
運
動
に
関
す
る
諸
問
題
」
『
西
欧
中
世
の
社
会
と
教
会
』
一
九
七
三
年
所
収
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
こ
の
研
究
動

向
が
、
参
事
会
研
究
．
を
大
幅
に
進
歩
さ
せ
た
こ
と
を
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
若
干
の
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
即
ち
、
一
連
の
研
究
が
あ
ま
り
に
も
、
参
事
会
対
修
道
制
と
い
う
図
式
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
た
余
り
、
そ
こ
で
は
、
在
俗

参
事
会
と
律
修
参
事
会
の
区
別
に
余
り
注
意
が
払
わ
れ
ず
、
全
て
の
関
心
が
後
者
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
様
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
関
口
武
彦
「
聖
堂
参
事
会
の
改
革
運
動
と
そ
の
限
介
」
『
東
京
理
科
大
学
紀
要
』
第
八
号
（
一
九
七
五
年
）
に
於
い
て
は
、
参
事
会
の

共
同
生
活
再
建
は
、
司
教
を
要
と
す
る
在
俗
教
会
機
構
再
構
築
と
密
接
不
可
分
に
連
動
し
て
お
り
、
更
に
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
教
皇
か
ら
来
た
も

の
と
、
行
論
上
読
み
と
ら
れ
か
ね
な
い
。
担
し
、
教
会
史
研
究
が
、
殊
更
、
「
宗
教
運
動
」
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
事
自
体
に
つ
い
て
は
、
そ

こ
に
、
一
面
の
真
実
が
あ
る
事
に
疑
い
を
い
れ
な
い
。
尚
、
修
道
士
を
も
含
む
律
修
聖
職
者
全
般
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、

a
o
s
z
o
z
E
R－』
s
h・
bh司円
haa右
足
時
へ
hhhも
lh匂
UWS・
ト

8
3時
R
E
S
H－同》曲『
2
・
5
＝
を
参
照
。

（
日
）
こ
の
点
を
研
究
史
は
一
致
し
て
認
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
論
文
を
挙
げ
て
お
く
o
a
oヨ
∞
叩

2
己叩
F

H
－
「
白
芯

F
E
M叩
号
印

n
Z立
守
町
田

S
H
F
E
5
5
8
司
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M
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町
四
円
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呂
町
田
芯

n－g
－
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E
E
E
H
H
S
三
き
円
。
虫
色
町
災
害
芯
忌
畳
間
・
白
ロ

Db四－
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吋日・

（
凶
）
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
触
れ
な
か
っ
た
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
に
関
す
る
主
な
文
献
を
一
括
し
て
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
司

O
R
E
R－
戸
ト

8

口同高
S
R
P
E
S
Oヨ
S
骨
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∞
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民
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司
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E
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Z
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m
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e
g
h
H
a忠
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S
R
E
H．shH喝
さ
き

1尽
き
崎
両
社
、
ミ
な
・

E
江田・

5
0吋
・
邦
語
文
献
で
は
、
森
洋
「
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
古
典
様
式
カ
ラ
ド
ラ
ル
の
成

立
と
そ
の
背
景
」
（
中
）
『
史
淵
』
第
九
一
輯
（
一
九
六
三
年
）
が
あ
る
。

（
口
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
註
（
時
）
に
挙
げ
た
、
司
・
フ
ル
ニ
エ
及
び
開
色
・
フ
ル
ニ
エ
の
両
論
考
が
、
今
も
っ
て
基
本
文
献
で
あ
る
。
司
O
E
『
E
R

戸
。
』
戸
内
む
・
・
回
ロ
『
同

OZ仲
間
当
・
同
ー
ォ

E
g
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n
E
s
ト
a
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き
師
向
同

R
S
a
a
r
曲ロユ

o
E・
E
－
ωMl回
M－吋∞
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ω・
n円

Z
∞
g
p
p

ha荏
起
き
ま
明
。
円
寄

s
a
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H
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H
F
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S
や
さ

r
E
E
O
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？
？
ト
同

m
g喧
3
3
S
F
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501詰－

（
服
）
こ
こ
で
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
に
関
す
る
研
究
上
の
問
題
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
学
界
で
は
、
伝
統
的
に
、
ク

ロ
デ
ガ
ン
グ
及
び
ア
l
ヒ
ェ
ン
戒
律
を
重
要
視
す
る
傾
向
が
強
く
（
典
型
と
し
て
、
両
フ
ル
ニ
エ
）
、
前
述
レ
l
ヌ
の
参
事
会
取
り
分
研
究
も
、
参
事

会
の
「
設
立
」
が
そ
の
前
提
に
あ
る

o
F
2
5・
F
ト
8
0立
包
a
g
a
g
遺
品

g
g
b
u・
ω∞
ー
さ
・
そ
し
て
、
そ
の
後
の
研
究
は
、
こ
の
二
点
を
柱
と

し
て
、
参
事
会
早
期
分
立
説
を
主
張
し
て
き
た
（
典
型
と
し
て
、
デ
ュ
マ
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
参
事
会
を
司
教
か
ら
独

立
し
た
声
律
団
体
と
す
る
限
り
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
事
に
は
、
尚
疑
問
が
残
る
。
何
故
な
ら
、
両
戒
律
が
提
示
し
て
い
る
の
は
、
司

教
を
長
に
裁
く
「
生
活
の
共
同
体
」
と
い
う
像
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

n『－
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き
さ
』
ロ
混
同
社
忌
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意
向

HRH思想
r臼
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no－－
M品
。
ム
叶
・
他
方
、
主
と
し
て
「
古
典
型
を
対
象
と
し
、
厳
格
に
法
制
史
的
立
場
を

と
る
研
究
は
、
逆
に
、
そ
の
団
体
と
し
て
の
成
立
を
十
二
世
紀
以
降
と
い
う
極
め
て
遅
い
時
期
に
お
く
（
典
型
と
し
て
、
ミ
シ
ョ

I
H
カ
ン
タ
ン
）
。

こ
の
対
照
は
、
当
然
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
論
的
立
場
の
決
定
的
相
違
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
立
場
に
た
つ
な
ら
、
極
端
な
場
合
、
十
二

世
紀
以
前
に
関
し
て
、
団
体
と
い
う
概
念
を
全
く
使
用
出
来
な
く
な
る
と
い
う
危
険
す
ら
は
ら
ん
で
い
る
。
註
（
1
）
で
述
べ
た
様
に
、
最
近
の
教

四



四
四

会
法
制
史
研
究
の
一
つ
の
方
向
が
こ
こ
に
あ
る
と
し
て
も
、
本
稿
が
－
設
定
す
る
様
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
方
法
は
全
く
採
る
事
が
出
来
な
い
の

は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
り
と
て
、
前
者
の
様
な
問
題
の
過
度
な
単
純
化
に
も
又
、
従
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
従
っ
て
我
々
は
、
差

し
当
た
り
、
前
述
の
「
生
活
の
共
同
体
」
か
ら
「
利
害
の
共
同
体
」
へ
と
い
う
図
式
を
一
応
認
め
た
上
で
こ
れ
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
他
な
い

の
で
あ
る
。

（
日
）
前
註
に
述
べ
た
前
者
の
立
場
に
は
、
こ
の
傾
向
が
存
在
す
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
は
、
後
者
の
立
場
が
、
「
古
典
期
」
と
そ
れ
以

前
の
時
期
と
の
区
別
に
敏
感
な
だ
け
に
、
ま
す
ま
す
、
我
々
の
注
意
を
引
き
つ
け
る
。

（
初
）
前
註
（
ロ
）
参
照
。

（
剖
）
前
述
レ
l
ヌ
は
、
こ
れ
が
九
世
紀
に
既
に
達
成
さ
れ
た
と
し
て
、
研
究
史
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
の
後
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ほ
と

ん
ど
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
な
の
は
、
レ
l
ヌ
が
十
世
紀
以
降
を
全
く
対
象
と
し
て
い
な
い
と
い
う

点
以
上
に
、
最
近
の
諸
研
究
が
、
こ
れ
に
関
し
て
、
十
二
世
紀
以
降
と
い
う
極
め
て
遅
い
時
期
を
提
示
し
て
い
る
事
に
あ
る
。
、
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司
教
文
書
の
中
に
、
参
事
会
も
し
く
は
参
事
会
員
が
言
及
さ
れ
る
箇
所
は
、
次
の
四
点
が
重
要
で
あ
る
。

令
。

ま
ず
第
一
に
、
テ
ク
ス
ト
の
「
主
文
」
色
唱
。
印
室
内
の
部
分
で
、
附
録
に
挙
げ
た
一
一
二
二
年
の
文
書
の
場
合
、
「
曲
目
F
E
E
Sロ
5
ア
ン

主

リ
z
gユ
及
び
我
が
参
事
会
全
体
の
同
意
に
於
い
て
確
認
す
る
」
と
あ
る
。
こ
の

ω
E
Z
E
R
g
s
も
し
く
は
参
事
会
・
参
事
会
員
の
同

z

z

z

z

 

意
の
言
及
は
、
前
者
に
関
し
て
は
、
八
六
八
年
以
降
、
一
一
四
二
年
ま
で
の
、
後
者
に
関
し
て
は
、
八
二
九
年
、
一
一
三
四
年
ま
で
の
相

骨

骨

守

ψ

当
数
の
司
教
文
書
に
存
在
し
、
特
に
、
一

O
九
七
年
以
降
、
こ
の
「
同
意
に
於
い
て
」
と
い
う
形
、
或
い
は
、

2
5を
付
し
た
「
同
意
を

伴
な
っ
て
」
の
形
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
参
事
ム
冨
に
つ
い
て
は
、
一
一
一
九
年
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
参
事
会
員
達
の
同

意
か
ら
、
参
事
会
の
同
意
へ
と
、
用
語
が
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
同
意
の
言
及
は
、
文
書
の
内
容
に
も
、
文
書
作
成
に
携
っ
た
文
書
局
長

《

uv

に
も
関
係
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
以
降
の
時
期
に
は
、

R
o
y
－aR
Oロ
ロ
印
が
九
通
に
わ
た
っ
て
現
わ
れ
る
の
を
除
け
ば
、
当
該

A
U｝

 

文
書
の
内
容
が
、
参
事
会
・
参
事
会
員
に
関
係
す
る
九
通
に
於
い
て
の
み
、
同
意
の
言
及
は
確
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

第
二
は
、
文
書
形
式
学
上
「
コ
ロ
ボ
ラ
チ
オ
1
」
己
2
8
e
8
R
o
σ
o
g
z
oロ
或
い
は
、
「
有
効
性
保
証
の
た
め
の
指
標
の
予
告
」

司
凶
｝

ωロロ
Oロ
n
o
e回包関口一
g

内
回

o
g
－Em件
目
。
ロ
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
あ
る
。
パ
リ
司
教
文
書
の
場
合
は
、
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
に
独
立
し
て
置
か

【

M
V

れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
附
録
に
挙
げ
た
一
一
二
二
年
の
文
書
の
場
合
、
印
璽
と
参
事
会
員
の
包
唱
E
Eが
告
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
両
者
が
、
「
コ
ロ
ポ
ラ
チ
オ
l
」
に
於
い
て
告
げ
ら
れ
る
形
が
、
相
当
数
の
司
教
文
書
に
現
わ
れ
る
の
は
、
一

O
八
九
／
九

O
年
の
文

《

路

｝

《

踊

》

門

口

】

書
以
降
、
一
一
四
O
年
の
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
時
期
に
は
、
こ
の
内
、
印
璽
の
言
及
が
、
八
六
八
年
、
一

O
O六
年
及
び
一

《
瑚
】

O
八
八
年
の
文
書
を
除
い
て
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
印
璽
の
使
用
自
体
と
関
係
し
て
お
り
、
一
般
に
も
、
印
璽
の
使
用
が
恒
常

【

”

》

【

却

）

化
す
る
の
は
、
十
二
世
紀
以
降
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
参
事
会
員
の
言
及
は
、
八
六
八
年
の
文
書
以
降
、
二
四
O
年
ま
で
の
相
当

Aa｝
 

数
の
文
書
に
現
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
九
九
二
年
に
現
わ
れ
た
「
本
文
書
を
固
め
る
べ
く
、
我
が
参
事
会
員
の
手
に
引
き
渡
し
た
」
と
い

【

g

g

g

う
書
式
は
、
用
例
中
最
も
多
く
、
言
及
が
存
在
す
る
も
の
の
約
半
数
に
達
す
る
。
一
一
四
二
年
以
降
の
文
書
に
は
、
印
璽
の
言
及
し
か
存

在
し
な
い
。

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
差
冨
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

一
四
七



パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

四
｝＼ 

信
用
二
に
、

第
三
は
、
「
エ
ス
カ
ト
コ

l
ル」

g
n
E
g
g－o
中
の
下
署
の
部
分
で
あ
る
。
附
録
に
挙
げ
た
二
二
二
年
の
文
書
の
場
合
、
司
教
自
身

の
そ
れ
は
別
と
し
て
、
順
に
、
一
色
叩
g
ロ
ロ
師
、
一
司
2
2
Z『
、
三

ω
R
Y
E－R
S
5、
三
司
祭
、
三
助
祭
、
一
二
副
助
祭
二
二
宮
司
の
合
計

〈お）

十
七
人
の
参
事
会
員
の
下
署
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
参
事
会
員
の
み
の
、
し
か
も
そ
の
数
が
限
定
さ
れ
、
定
ま
っ
た
順
序
で
記
さ
れ
る

｛

釘

）

（

鎚

｝

（

却

〉

下
署
は
、
一

O
九
七
年
の
文
書
以
降
、
一
一
二
四
年
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
文
書
に
現
わ
れ
る
。
こ
の
現
象
は
、
更
に
、
参
事
会
員
数

（卸】

の
若
干
の
上
下
を
も
許
容
す
れ
ば
、
一

O
八
九
／
九

O
年
｜
二
三
四
年
に
時
期
を
拡
大
し
得
る
。

こ
れ
以
前
の
状
況
は
、
次
の
三
点
に
於
い
て
、
こ
の
時
期
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
参
事
会
員
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー

ス
が
全
体
の
半
数
を
占
め
る
。
例
え
ば
、
一

O
二
六
年
の
文
書
に
は
、
王
ロ
ベ
ー
ル
リ
ル
H
ピ
ュ

l
m
o
Zユ
－
m
E
2凶
や
緩
数
の
伯

｛お
V

｛Mg

一
O
四
五
年
の
文
書
に
は
、
複
数
の
ヨ
ロ

g
が
、
一

O
七

O
年
の
文
書
に
は
、
複
数
の
他
の
司
教
座
の
司
教
等
が
現
わ
れ
て
い
る
。

参
事
会
員
の
数
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
一

O
O六
年
の
文
書
で
は
、
一
号
n
S
5、
一
宮
2
3
5『
、
三

R－

（部｝

一
O
四
二
／
三
年
の
文
書
で
は
、
二
一

ω
E
Y
E
g
gロ
ロ
印
、
十
司
祭
、
九
助
祭
、

が。
Y
E
g
n
oロ
己
目
、
七
司
祭
、
八
助
祭
、
五
副
助
祭
、
三
侍
祭
、

十
三
副
助
祭
、
十
侍
祭
で
あ
り
、
一

O
七

O
年
の
文
書
に
於
い
て
は
、

現
わ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
参
事
会
員
の
、
特
に
、
役
職
者
a－m
E
E町
g
の
序
列
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、

に
於
い
て
は
、
一
色
2
8
5、
一
月
与

E
R
3
5、
二
司
祭
、
一
参
事
会
員
兼
モ
l
司
教
、
一
白
『
n
Z
E
R
Oロ
5
、
三
司
祭
、
三
助
祭
、

（羽｝

一
ω
R
Y
E
g
g
D
5、一円】『巾
g
E
O円
、
五
副
助
祭
、
三
日
uzo『
で
あ
る
。
更
に
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
胃
2
8
5吋
に
つ
い
て
で
あ
る
。

円

泊

町

）

【

柑

V

こ
の
役
職
名
は
、
参
事
会
員
の
下
署
が
現
わ
れ
る
九
九
二
年
の
文
書
か
ら
一

O
八
八
年
ま
で
の
司
教
文
書
の
半
数
以
上
に
そ
の
言
及
が
な

（

4
V

（
同
包

ぃ
。
更
に
、
言
及
が
存
在
し
て
も
、
そ
の
序
列
は
下
位
に
あ
る
。
参
事
会
員
の
序
列
が
、
母
g
E∞
｜
官
。

g
E
2｜
ω
R
Z
E
R
o
E∞｜

一
O
八
九
／
九

O
年
の
文
書
以
降
で
あ
る
。

一円凶
2
2
5、
二

ω
E
Y
E－
印
。
。
ロ
ロ
印
の
後
に
、
名
前
の
み
十
七
名
が

一
O
八
八
年
の
文
書

以
下
聖
品
の
序
列
、
に
定
ま
る
の
は
、

一
一
三
四
年
以
後
に
関
し
て
は
、
以
下
の
点
が
、
一
三
四
年
期
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
時

【制｝

期
の
司
教
文
書
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
、
こ
の
部
分
に
、
証
人
の
リ
ス
ト
と
い
う
形
を
採
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
そ
の
構

一
O
八
九
／
九

O
年
｜
一



成
メ
ン
バ
ー
が
大
幅
に
変
化
す
る
。
こ
こ
に
現
わ
れ
る
者
は
、

外
と
し
ワ
も
は
や
、
参
事
会
員
の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
大
半
は
、
当
該
文
書
に
記
載
さ
れ
る
法
行
為
の
当
事
者
達
で

一
四
七
年
、

二
五
九
／
六

O
年
及
び

一
七
五
／
六
年
の
文
書
を
例

あ
る
。し

か
し
な
が
ら
、
よ
り
注
目
に
価
す
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
司
教
文
書
に
は
、
。
－
m
ユ
n
z
m
D
O丘
四
円
の
肩
書
で
現
わ
れ
る
者
が
存
在
し
、

彼
等
は
、
ロ
印
ロ
o
E
E印
∞

g
g
冨
ωユ
め
と
い
う
肩
書
付
で
現
わ
れ
る
参
事
会
員
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
司
教
の

周
辺
に
は
、
な
ん
ら
か
の
家
政
機
関
の
存
在
が
確
認
し
得
る
。
既
に
、

二
三
七
年
の
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
の
パ
リ
司
教
エ

テ
ィ
エ
ン
ヌ
田
町
ロ
ヨ
号

ωg－2
（
ニ
立

lt）
宛
書
簡
は
、
後
者
が
司
教
区
管
理
の
た
め
に
、
二
人
も
し
く
は
三
人
の
、
司
教
に
従

【

H
U

属
す
る
聖
職
者
を
持
つ
事
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
十
二
世
紀
中
葉
以
降
の
司
教
文
書
の
証
人
覧
に
は
、
前
述
の
口
百
一
。

5

5印仲買

（相）

（O
Z
R
o立
）
の
他
、
司
教
の

8
3－
g由、
E
ヨロ－

5
、

Bω
『

2
2
2
5、
S52ω

『

E
への
0
2∞
等
の
記
載
が
相
当
数
存
在
す
る
。
彼
等

は
、
聖
職
者
或
い
は
俗
人
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
司
教
の
オ
テ
ル
」
田
宮
巳
号
志
〈

2
5
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
特

に
注
意
を
ひ
く
の
は
、
司
教
の

g目指
Z
S
5
で
あ
る
。
こ
の
肩
書
を
持
つ
者
は
、
一
一
六
四
年
の
初
出
以
降
、

（印）

期
に
、
計
六
名
存
在
し
た
。
彼
等
の
言
及
は
、
時
間
内
に
重
な
り
合
い
、
同
時
期
に
複
数
存
在
し
た
事
が
確
認
さ
れ
る
が
、
問
題
な
の
は
、

こ
の
内
四
名
が
、
同
時
に
、
パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
で
あ
り
、
残
り
の
二
名
は
、
サ
ン
U
ヴ
ィ
ク
ト
l
ル

ω・1
5
2
2
律
修
参
事
会

（位｝

員
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
時
期
の
司
教
の

g
宮
2
2
5
は
、
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
内
外
か
ら
、
同
時
に
、
リ
ク
ル
ー
ト

さ
れ
て
い
た
。

一二

O
O年
ま
で
の
時

こ
の
間
の
状
況
は
、
下
署
の
部
分
に
於
け
る
参
事
会
員
の
言
及
状
況
を
検
討
す
る
事
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
時
期

の
参
ぃ
山
肝
会
は
、

J4教
文
書
か
ら
大
き
く
離
脱
し
て
い
る
。
即
ち
、
一

O
八
九
／
九

O
年
｜
二
三
四
年
期
に
持
っ
て
い
た
定
式
性
を
失
な

い
、
そ
の
数
が
大
幅
に
減
少
し
、
五
人
を
越
え
る
事
は
稀
で
あ
る
。
因
み
に
、
十
二
世
紀
後
半
の
五
十
年
間
に
、
司
教
文
書
に
証
人
と
し

（国｝

て
現
わ
れ
て
い
る
平
参
事
会
員
は
、
全
部
で
四
七
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
言
及
回
数
が
三
度
を
越
え
な
い
者
を
除
く
と
、
そ
の
数
は
、

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

四
九



パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
差
冨
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

n
M
V
 

十
三
名
に
急
激
に
下
落
す
る
。
更
に
、
こ
の
中
に
は
、
前
述
の
、
司
教
の
の

ao－－

8
5
で
あ
る
参
事
会
員
四
名
が
含
ま
れ
て
い
る
他
－

8

8

 

参
事
ム
去
員
の
肩
書
を
伴
な
わ
ず
に
現
わ
れ
て
い
る
ケ
l
ス
、
或
い
は
、
後
述
の
参
事
会
文
書
に
全
く
姿
を
現
わ
さ
な
い
者
が
存
在
す
る
。

こ
の
様
な
状
況
は
、
司
教
文
書
に
現
わ
れ
る
参
事
会
員
は
、
特
定
の
人
物
に
固
定
化
さ
れ
て
い
る
事
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
彼
等
は
、
参

向
則
】

事
会
員
と
し
て
で
は
な
く
、
司
教
側
近
の
一
人
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
可
能
に
す
る
。

8
 

尚
、
文
書
の
有
効
性
保
証
の
た
め
の
証
人
列
挙
の
慣
行
は
、
十
二
世
和
後
半
徐
々
に
す
た
れ
、
二
九
七
年
以
降
消
滅
す
る
。

同
国
申

av

第
四
は
、
文
書
局
長
の
下
署
も
し
く
は
ロ
旦
曲
、
ロ
旦
ロ
ヨ
で
あ
る
。
文
書
局
長
は
、
九
九
二
年
の
初
出
以
降
、
二
五

O
年
ま
で
の
ほ

《
刷
出

と
ん
ど
全
て
の
司
教
文
書
に
こ
の
形
で
現
わ
れ
、
少
な
く
と
も
こ
の
期
間
の
司
教
文
書
は
、
記
載
さ
れ
る
文
書
局
長
の
も
と
で
作
成
さ
れ

《飽】

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
一
五

O
年
の
文
書
を
最
後
に
、
こ
れ
以
降
、
一
一
八

O
年
の
一
文
書
を
例
外
と
し
て
、
言
及
が
消
え
る
。

一
五

O

〔註〕（1
）
前
述
グ
ッ
ト
は
、
司
教
モ
l
リ
ス
の
文
書
数
を
一
七
六
通
と
数
え
て
い
る
が
、
筆
者
が
集
め
得
た
の
は
、
二
八
通
で
あ
り
、
こ
れ
は
六
七
%
に

し
か
相
当
し
な
い
。
一
方
彼
は
、
同
時
に
、
こ
の
一
七
六
通
中
七
四
通
が
、
サ
ン
H
ヴ
ィ
ク
ト
l
ル
律
修
参
差
冨
関
連
の
も
の
と
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
は
、
一
一
八
適
中
二
五
通
し
か
確
認
し
得
な
か
っ
た
。
即
ち
、
本
稿
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
五
八
通
の
モ
1
リ
ス
文
書

の
内
、
実
に
四
九
通
が
、
こ
の
教
会
関
係
の
も
の
と
推
定
す
る
事
が
出
来
、
こ
の
事
は
逆
に
、
そ
れ
以
外
の
文
書
の
大
半
は
収
集
出
来
て
い
る
事
を

示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
サ
ン
H
ヴ
ィ
ク
ト
l
ル
と
の
特
別
な
関
係
は
、
司
教
モ
l
リ
ス
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
事
か
ら
、
彼
以
前

の
時
期
に
、
こ
の
関
係
の
司
教
文
書
が
多
数
残
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
く
、
更
に
、
文
書
数
自
体
の
増
加
が
幾
何
級
数
的
で
あ
る
事
を
考
慮
に
入

れ
れ
ば
、
こ
の
判
断
は
、
更
に
強
化
さ
れ
る
。
の
ロ
p
p
aミ－

a
F
U・
ωm－ロ－

r

a
－
g
0
2
0
F
〈

a
a
R
a
R・
3
・
Z
？
2
・

因
み
に
、
史
料
の
伝
承
、
即
ち
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
コ
ピ
ー
か
、
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
、
九
世
紀
、

O
／
二
、
＋
世
紀
、

O
／
二
、
十
一
世
紀
、

八
／
十
七
、
十
二
世
紀
前
半
、
二
六
／
十
五
、
十
二
世
紀
後
半
、
五
七
／
八
八
。
従
っ
て
、
時
期
に
よ
る
極
端
な
隔
り
は
な
い
。

（2
）
文
書
形
式
学
的
記
述
に
関
し
て
は
、
今
な
お
の
Z
J
P－
ミ
S
S
T助問

beesass－
E
ユ
タ
冨
宏
が
基
本
文
献
で
あ
る
。
尚
、
邦
語
文
献

と
し
て
は
、
レ
オ
ポ
l
ル
・
ジ
ェ
ニ
コ
（
森
本
芳
樹
監
訳
）
『
歴
史
学
の
伝
統
と
革
新
』
（
一
九
八
四
年
）
二
O
一
｜
五
頁
が
あ
る
。



（

3）

nchJ
ロ
O

E
－－∞・

（

4
）
門
UCMJ
ロ
O
品目
w
・

（

5
）

内

Chu－ロ
O
N
C
0・

（6
）
向
。
河
口
。

ωω
・

（

7）

nChu－ロ
O
N印
ω・

（8
）
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
三
／
五
八
二
三
／
五
四
。
更
に
、
司
教
と
の
連
名
文
書
が
、
前
者
に
関
し
て
は
七
通
、

後
者
に
つ
い
て
は
一
通
存
在
す
る
。

（9
）

nChu・ロ
O
H
H
C・

（
川
山
）
円
UCMJ
ロ
O
H
∞
M－

（
日
）
・
切
ミ
c
・ロ。

ω
g
s
o
－－
2
1∞）一め』
hhJ
ロ
O
H
H
N
S
o
－－
S
）
一
。
。
、
・
ロ
。

ω∞
∞
（
印
。

n・
z

g
）一めの』
J
ロ
o
－
s
s
o
－－
g
）一句』向。－

ロ
oω
毘
（
曲
。
＝
色
l
g）一句』
h
n・ロ。

ω
g
（
曲
。
＝
畠
l
g
y
b
h
b－ロ
0

5
（
由
。
＝
g
）
一
与
図
b
・ロ
O
M
m
（
由
。
＝
∞
N）一句、
J
ロ
O

E

g
o
－
M∞
品
）
・
白
R
Y
E－R
0
2
5
の
同
意
は
、
参
事
会
・
参
事
会
員
の
そ
れ
と
は
、
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
限
ら

ず、

R
n
z
b
z
gロ
ロ
∞
は
、
研
究
史
の
上
か
ら
も
全
く
別
個
の
問
題
を
提
起
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
最
小
限
の
叙
述
に
留
め
、
一
括
し
て
別
稿
に
譲

る
事
に
す
る
。
口
同
・
〉
ヨ
白
ロ
芯
c・
p－〈
O
白
R
Y
E－
白
日
夕
色
白
ロ
白

bHぜ
な
s
s
m
X
S
A
N
h
h凡
さ
と
円
む
き
SSHhR
－－－
C臼田－

no－－
E
∞
150hH
一
戸
叩
回
「
白
少

の－－

E
急
室
町
民
霊
的
司
nnhhhRFSERh匂・℃匂・

ω記
l
E
一の

E
a叩ヨ
2
・
』
・
・
ト
悶
想
定
せ
喝
さ
ミ
君
主
苦
－

E
N－－∞・

（
ロ
）
【
UChu－ロ
oω
－
ω
S
o
－
－
主
）
一
向
～

5・－
F
ω
S
C
o
－－当）一

ωミ門
U
E
O
ω
8
（白
O
ニ
お
l
g）一

n
c
h
品
目
（
曲
。
＝
2
1印
）
一
玄
O
Z
2・

〈－－

S
4
R
F・
ロ
。
＝
（
由
。
＝
2
）一

ωミ門
U
ロ
o

b∞
（
白
。
＝
a
l①）一

h
同
b
．
ロ
。
－
∞
（
曲
。
ニ
∞
。
）
一

h
h
b．
ロ
。
－
∞
（
白
。
＝
き
）
一
の
巳
F
aミ・

円H．H－ロ
O
H
N
（
曲
。
ご
む
∞
）
・

（
日
）
ジ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
に
使
わ
れ
る
用
語
は
、
文
書
局
、
地
域
、
時
期
等
に
よ
っ
て
慣
習
的
に
定
ま
っ
て
お
り
、
史
料
批
判
上
有
力
な
要

素
と
さ
れ
る

0
2ミ
・
〉
4

0
も－

R
F・
3
・∞吋
ωl話－

（
川
凶
）
註
（
3
）
参
照
。
尚
、
文
書
形
式
学
上
、
包
m
E
E
は
下
署
と
基
本
的
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
煩
雑
を
避
け
、
以
下
、
下
署
で
統

一
す
る

o
a・
3
R－
3
・
2
印l
c
∞・

（日）

ωミ
n－ロ
O

品。・

（
凶
）
め
ミ
。
・
ロ
O
N
E－

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九

l
士
一
世
紀
）

五



パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

五

（
口
）
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
十
三
／
二
九
。

（同）

nChu－ロ
O印
お

2

a
一
ω
ミ
n－ロ
o
s－

（印）

n円
。
－
ミ
・
〉
s
。』
u・
s．HJ
同省－

OAHmW20・
2
∞
。
。
一
。
。
、
・
白
〈
叩
ユ
U
8
g叩
ロ
ゲ
ヨ
u・
MM内｝門〈印
S0・

（
却
）
。
。
、
・
ロ
O

品∞・

（
剖
）
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
二
七
／
四
五
。

（
泣
）
内
り
』
〈
NU・円

ωN印
l∞一

2
E
E
Y
R
E『
g
sと
0
5
5
E
σ
E円
三
伺
O
B
E－－－－
S
2
5
5
A
z
m
gロ
o
E
n
o
Eヨ
ロ
。
2
3
E
5
5
σ
O吋
g
e
g

同『白色
E
F
E
E－ヨ

（
お
）
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
二
ニ
／
一
一
七
。

（
剖
）
門
UChu－
2
0
N句。・

（お）

HUZR
は
、
パ
リ
司
教
座
教
会
発
行
の
文
書
に
於
い
て
は
、
侍
祭

R
O｝可
5
5
と
置
換
可
能
な
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
教
会
史
一
般
に
於

い
て
は
、
周
知
の
如
く
、
典
礼
執
行
を
助
け
る
若
い
聖
職
者
の
意
で
あ
る
。

（
お
）
註
（
3
）
参
照
。

（
幻
）
向
。
河
口
。
＝
。
・

（お）

nChu－ロ
O
N
O印・

（
刊
日
）
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
十
五
／
一
二
。
但
し
、
総
数
に
は
、
下
署
自
体
が
存
在
し
伝
い
二
通
が
含
ま
れ
て
い
る
。
逆
に
、
史
料

編
纂
者
が
、
こ
の
部
分
、
司
祭
以
下
の
部
分
を
カ
ッ
ト
し
て
再
録
し
て
い
る
文
書
が
更
に
三
通
あ
り
、
こ
れ
等
も
こ
の
形
を
採
っ
て
い
る
と
推
測
さ

れ
る
。
尚
、
ボ
l
チ
エ
は
、
こ
の
一
号
E

E師
、
一
胃
2
8
8六
一
ニ
白
R
z
a白
8
ロ
ロ
師
、
三
司
祭
、
三
助
祭
、
三
副
助
祭
、
三
侍
祭
或
い
は
宮
司
、

及
び
文
書
局
長
の
計
一
八
名
と
い
う
数
を
、
参
事
会
の
定
員
数
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
参
事
会
員
名
を
検
討
す
れ
ば
、
直
ち
に
否
定
さ

れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
現
象
は
、
文
書
形
式
上
の
定
式
、
或
い
は
、
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
段
階
で
の
体
裁
の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
∞

E
Z
R
m－
F

HM白
ユ
帥
曲
Z
H
m
g
u印
円
〉
σmmza－－同）・

ω0・ロ・

ω・

（
ω）
例
え
ば
、
一

O
八
九
／
九
O
年
文
書
の
場
合
、
平
参
事
会
員
が
、
一
参
事
会
員
兼
モ
l
司
教
、
三
司
祭
、
四
助
祭
、
三
副
助
祭
、
四
宮
市
『
で
あ
り
、

一
一
三
四
年
文
書
は
、
白
R
E島
常
Oロ
E
が
二
人
し
か
い
な
い
。

ωhhn・ロ
0
8一円リ
Chu－ロ
O
N
E－

（
出
）
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
九
／
十
八
。

（担）

n
h
b
F
ω
N
O
l叶・



（犯）

ncm
ロ
0
2・

（
鎚
）
句
C
h
u－ロ
o
o
m－

（
お
）
《
り
の
河
口
O

吋印・

（
鉛
）
句
。
、
・
ロ
O

旬。・

（
訂
）
句
C
h
u－ロ
0
8・
こ
こ
に
、
名
前
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
者
逮
が
参
事
会
員
で
あ
る
事
は
、
こ
の
文
書
の
書
式
及
び
こ
の
前
後
の
文
書
に
現
わ
れ

る
参
事
会
員
名
と
の
比
較
に
よ
っ
て
確
実
視
さ
れ
る
。

（
お
）
句
足
。
・
ロ
o
ω
M・
こ
こ
に
現
わ
れ
る
モ
l
司
教
が
、
同
時
に
、
パ
リ
司
説
座
聖
堂
参
事
会
員
で
あ
る
事
は
、
こ
の
前
後
の
文
書
に
よ
っ
て
も
確
認

さ
れ
る
。
こ
の
ケ
l
ス
を
含
め
、
司
教
が
同
時
に
参
事
会
員
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
問
題
は
、
一
括
し
て
別
稿
に
譲
る
事
と
す
る
。

（
鈎
）
円
当
N
H
F
ω

自
10・

（M
W
）
句
足
。
・
ロ
o
g・

（H
U
〉
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
七
／
十
七
。

（
必
）
言
及
が
存
在
す
る
七
通
中
、
序
列
二
位
を
占
め
て
い
る
の
は
、
二
通
の
み
で
あ
る
。

（必）

ωミ
ロ
ロ
0
8・

（
斜
）
例
外
は
九
通
の
み
。

（
必
）
内
り
ミ
b
L
F
8
0一
宮
0
2
2・〈
a
s－HvaHJ
ロ。

ω一
ω足
。
ロ
O
品

N0・

（
必
）
特
定
の
人
物
の
肩
書
と
し
て
、

nz
ュ2
曲ロ
g
g『
、
或
い
は
、
立
帽
江
口
5
8
2
8
E
が
付
さ
れ
る
事
例
は
、
一
一
七
一
年
が
そ
の
初
出
で
あ
る
。

。
。
、
・
ロ
O
S
0・
参
差
責
の
場
合
も
含
め
、
用
語
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
向
、
こ
の
時
期
、
司
教
の
己
主
n
g
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
次
の

十
名
で
あ
る
。
玄
白
円
na－
注
目
白
町
田
n－
m
g
g色・

z
n
o
S
F
E
n
z
a－』
g
P
E
R諸
島
叩
者
庄
司
4
E四
・
自
白
伺
庄
司
邑
叩
凶
白
ロ
色
3
・
E
2
5
母

。。ロ叩曲目叩・

（
円
む
の
h
b
L－H・
5
R
d
o
p
z
z
胃－
R
5
5
8ロロ
g
g
p
u
g
S
R
E
S
S
M－白
EnHOユ
冨
芯

noロ
n
E
g
g－
E円

E
O帥
g
－
可
申
曲
目
－
E
n
g

三
0
5
2
2
M
F
邑

E
R
E－oロ冊目

8
5
a
z
a宮
町
吉
』
g
g
o
e
o旬。ユロロ
o
p
z
m
a
i
g
g曲
g
－
a
o
n
a
g－ロ
Oロ
o
g
g
g
n
oロ昨日立白

noロ帥ロ叩
z
aロ由

4
a
a
a
E
0・
E
S自
g
H
0
8
z
a
z白
n
E
S
G
5
2『ヨ津町民叩

4包宮江田－

z
n
z
g
g
σ
叩『
o
a
s
s－s

一
一
般
に
、
こ
れ
は
、
パ

リ
に
於
け
る
司
教
総
代
理
の
初
出
と
解
さ
れ
て
い
る
。
円
円
。
～

5・
U
『b
p
g－
℃
・
の
〈
回
目
一
宮
O『同
2
・〈
a
a
R
Q．F・問者・
5
0
1吋・

（
必
〉
以
下
、
主
な
用
語
の
初
出
の
み
を
挙
げ
る
o
F
E
z－5

ニリC
h
u－ロ
O
M
g
（白
o
n－
＝
巴
）
一

8
2－g
聞
い
句
ミ
わ
ロ
ohpoa
（
曲
。
＝

2
1
8）一

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
三
世
紀
）

一
五
三
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R
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E
C
（
白
。
＝

g
Y
E
g
gロロ門同一一玄
O
『丹市同・〈－－
b
ミ・

aH・
・
ロ
。
＝
（
曲
。
＝

2
）
・
我
々
は
更
に
、
富
由
宮
市
－
と
な
白
ロ
が
、
司
教
の
己
巾
ユ

n
E

と
し
て
も
現
わ
れ
て
い
る
点
も
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（
前
註
必
参
照
）
。
尚
、
〉
宮
市
民
ロ
と
P
面白『
nm－、

E
E
Eロ
と

ω司
自
O
ロ
号

ω・l
u
g－師、

Z
O
回
目
ロ
ロ
色
と

ω司
自
O
ロ
の
聞
に
は
、
確
実
な
親
族
関
係
が
存
在
す
る
。
円
四
－

n
C
h
u－ロ
o
s
o
一－凶』向。・ロ
O

色
。
一
。
Chu－ロ
O

品問。・

片
山
泌
）
の
Z

F

P
－ぬ『
4
・
2
．n；
ロ
O
H
N
ま
で
。

（
印
）
円
り
ミ
N
H
F
ω
N
印l
。・

（
印
）
。
。
河
口
O
ω
印＠・

（
臼
）
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
四
四
／
六
八
。
但
し
、
期
聞
を
一
一
三
四
年
ま
で
に
短
縮
す
る
と
、
四
O
／
五
三
と
な
る
。

（
位
）
門
出
河
口
O

印
巴
・
こ
の
文
書
は
、
サ
ン
H
ヴ
ィ
ク
ト
l
ル
律
修
参
事
会
の
財
産
確
認
文
書
で
あ
り
、
参
事
会
に
よ
る
譲
渡
物
件
が
司
教
の
そ
れ
と

並
ん
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

II 

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
発
行
の
文
書
は
、

二
O
O年
を
初
出
と
し
て
、

二一

O
一
年
ま
で
の
時
期
に
、
計
五
七
通
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
時
期
的
内
訳
は
、
十
二
世
紀
前
半
、
二
九
通
、
そ
れ
以
降
、
二
八
通
で
あ
る
が
、
一
一

O
O年
以
前
に
つ
い
て
は
、
ノ
テ
ィ
ス
が
三

通
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
が
呼
ぶ
参
事
会
文
書
と
は
、
厳
密
に
は
、
附
録
に
挙
げ
た
一
一
六
八
／
九
年
の
文
書
の
様
に
、

母
gロ
5
及
び
参
事
会
が
、
発
行
者
と
し
て
記
載
さ
れ
る
文
書
を
指
し
、
十
二
世
紀
に
更
に
五
通
存
在
す
る
ノ
テ
ィ
ス
は
、
前
述
の
数
字

小
会

に
は

Aaま
れ
な
い
。

附
録
に
挙
げ
た
一
一
六
八
／
九
年
の
参
事
会
文
書
は
、
一
見
し
て
感
じ
ら
れ
る
通
り
、

サ
A

’

に
踏
襲
し
て
い
る
様
に
見
え
る
。
こ
の
内
、
同
意
の
言
及
は
存
在
し
な
い
も
の
も
多
く
、
「
コ
ロ
ボ
ラ
チ
オ
l
」
に
於
け
る
言
及
も
、
時
期

＝
三
年
の
司
教
文
書
の
形
式
を
ほ
ぼ
完
全

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
〕

一
五
五



パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

一
五
六

を
追
っ
て
、
印
璽
の
み
に
縮
少
し
て
い
く
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ま
ず
下
署
の
部
分
で
あ
る
。

四
年
期
の
司
教
文
書
と
同
じ
く
、
一
色

2
8
5、
－
U
円

2
0ロ
宮
、
＝
E
R
E

－asooロ
ロ
回
、
三
司
祭
、
三
助
祭
、
三
副
助
祭
、
三
宮
司
と
いz

 

ぅ
、
参
事
会
員
に
限
定
さ
れ
、
か
っ
そ
の
数
が
定
式
化
さ
れ
た
下
署
が
、
相
当
数
の
参
事
会
文
書
に
現
わ
れ
る
の
は
一
一
四
五
／
六
年
以

TAW 

降
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
時
期
に
関
し
て
は
、
以
下
の
点
に
於
い
て
、
こ
の
時
期
以
降
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
部
分
に

命＆

証
人
の
リ
ス
ト
の
形
を
採
る
も
の
、
或
い
は
、
下
署
で
あ
れ
こ
の
形
で
あ
れ
、
全
く
欠
け
て
い
る
文
書
が
相
当
数
存
在
す
る
。
証
人
の
リ

ス
ト
の
場
合
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
者
達
は
、
参
事
会
員
に
限
定
さ
れ
な
い
。
第
二
に
、
参
事
会
員
の
数
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、

一

一

一

七

年

の

文

書

の

場

合

、

一

胃

2
0
E
o六
二
一

ω
2
Z
E
R
o
E
m
の
後
、
二
司
祭
、
二
助
祭
、
二
副
助
祭
、
二
宮
司
で

管
品

あ
る
。

一
O
八
九
／
九

O
年
｜

一色。。
ωロロ明、

尚
、
下
署
の
慣
行
自
体
は
、

主

｛

加

｝

次
に
、
文
書
局
長
の
現
わ
れ
方
が
注
目
に
価
す
る
。
文
書
局
長
は
、
二

O
O年
の
初
出
以
降
一
二

O
一
年
ま
で
の
、
特
に
十
二
世
紀

A
U
V
 

後
半
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
参
事
会
文
書
に
、
下
署
も
し
く
は
ロ
ω宮
、
ロ
巴
ロ
ヨ
の
形
で
現
わ
れ
る
。
司
教
文
書
と
比
較
す
る
と
、
両
者
共

に
検
証
出
来
る
十
二
世
紀
前
半
に
於
い
て
、
文
書
局
長
は
同
一
人
物
で
あ
り
、
十
二
世
紀
中
葉
を
境
に
、
司
教
文
書
の
特
に
下
署
の
形
式

が
、
参
事
会
文
書
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
様
に
見
え
る
現
象
は
、
こ
の
時
期
、
両
者
が
文
書
局
長
を
共
有
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え

守－
w

守
＠

一二

O
一
年
文
書
を
最
後
に
、
以
後
消
滅
す
る
。

ら
れ
る
。

今
一
つ
参
事
会
文
書
に
関
し
て
検
討
し
た
い
の
は
、
印
璽
の
使
用
に
関
し
て
で
あ
る
。
ミ
シ
ョ

l
H
カ
ン
タ
ン
は
、
法
人
格
一
般
の
機

内

n－

能
の
有
無
を
判
断
す
る
基
準
の
一
つ
と
し
て
こ
れ
を
挙
げ
る
が
、
パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
が
、
印
璽
を
恒
常
的
に
使
用
し
始
め
る
の
は
、

円

mv

《

MV

一
一
一
二
四
年
以
降
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
は
、
一
一
二
五
年
に
一
例
確
認
出
来
る
の
み
で
あ
る
。

以
上
の
様
に
、
参
事
ム
広
文
書
は
、
十
二
世
紀
中
葉
に
、
そ
の
形
式
を
司
教
文
書
か
ら
受
け
継
い
で
確
立
さ
せ
た
様
に
見
え
る
の
だ
が
、

附
録
に
挙
げ
た
一
一
六
八
／
九
年
文
書
に
は
、
こ
の
時
期
に
特
有
な
特
徴
が
存
在
し
て
い
る
。
即
ち
、

こ
こ
で
は
、
会
出
ωロ
ロ
∞
が

ua



が日唱、v 白

ω 

を

伴
な
っ

て

る
の
で
あ
る

0 

<... 

れ
は

二
四
二
年
か
ら
一
一
七
四
年
ま
で
の
ご
く
短
い
時
期
に
の
み
存
在
す
る
用
例
で
あ
る

一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

〔註〕（l
）
参
事
会
関
係
史
料
の
場
合
、
ノ
テ
ィ
ス
は
、
参
事
会
文
書
と
そ
の
体
裁
を
全
く
異
に
し
、
そ
の
形
式
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
一
一
六
四
年
文
書
一
通

を
除
い
て
、
参
考
に
す
る
事
す
ら
出
来
な
い
。
尚
、
以
下
の
検
討
に
於
い
て
も
、
司
教
文
書
の
際
と
同
じ
く
、
文
書
の
全
文
或
い
は
一
部
が
参
照
し

得
な
か
っ
た
も
の
が
数
通
あ
る
た
め
、
各
要
素
に
従
っ
て
、
利
用
し
得
た
文
書
数
は
若
干
異
な
る
。

（

2
）

内

U
C
H
M
－ロ

O
K
H
A
W
吋・

（3
）
門
リ
門
川
河
口

o
ω
E・
但
し
、
こ
の
文
書
は
、
白
『
n
Z
E
R
0
2
5
が
一
人
少
な
い
。

（
4
）
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
八
／
二
二
。
但
し
、
総
数
に
は
、
下
署
自
体
が
存
在
し
な
い
六
通
が
含
ま
れ
、
逆
に
、
残
り
の
八
通
は
、

司
祭
以
下
の
い
ず
れ
か
の
数
が
、
一
名
上
下
す
る
の
み
で
あ
る
。
更
に
、
史
料
編
纂
者
が
、
司
祭
以
下
の
部
分
を
カ
ッ
ト
し
て
再
録
し
て
い
る
文
書

が
こ
の
他
に
計
十
一
通
あ
り
、
こ
れ
等
も
基
本
的
に
は
こ
の
形
を
採
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（5
）
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
十
一
／
一
一
回
。
そ
の
内
訳
は
、
証
人
の
リ
ス
ト
、
四
通
、
存
在
し
な
い
も
の
、
七
通
で
あ
る
。

（6
）
向
。
河
口
。
＝
品
・
こ
の
文
書
に
は
更
に
、
当
事
者
の
他
方
で
あ
る
サ
ン
日
ジ
ェ
ル
マ
ン
H
デ
H
プ
レ
∞
包
三
！
の
叩
『
自
己
ロ
l
母
印

l
p
g
修
道
院
の

修
道
士
十
六
名
の
包
関
口
ロ
ヨ
が
存
在
す
る
。
尚
、
こ
の
時
期
の
参
事
会
文
書
の
検
討
に
は
大
き
な
困
難
が
存
在
す
る
事
を
付
け
加
え
て
述
べ
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
下
署
或
い
は
証
人
の
言
及
が
存
在
す
る
十
七
通
中
、
実
に
十
二
通
に
於
い
て
、
史
料
編
纂
者
は
、
司
祭
以
下
の
部
分
を
カ
ッ

ト
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
中
に
は
、
証
人
の
リ
ス
ト
を
採
る
も
の
が
一
通
あ
る
か
ら
、
筆
者
が
検
討
し
得
た
の
は
、
こ
の
一
一
一
七
年
文
書

の
他
に
は
、
一
一
四
二
年
頃
の
文
書
が
一
通
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
因
み
に
後
者
に
於
い
て
は
、
こ
の
部
分
、
一
色

m
n
S
5、
一
胃
司

n
g
g『
、
一

R
n
F
E
E
Sロ
ロ
師
、
肩
書
な
し
一
名
、
三
司
祭
、
一
ニ
助
祭
、
三
副
助
祭
で
あ
る
o
Q川
河
口

O
N
e－－

（

7
）

内

ミ
b
－ロ・

2
・

（8
）
十
二
世
紀
、
特
に
後
半
に
は
、
骨

E
E回
、
宮
町

g
E
O『、

R
n
F
E
S
S
E回
、
文
書
局
長
の
他
に
、
印

E
R
g
s円
が
現
わ
れ
て
く
る
。
十
三
世
紀

以
降
は
明
確
に
役
職
者
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
の
職
は
、
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
は
、
下
署
中
、
司
祭
も
し
く
は
助
祭
の
肩
書
を
伴
な
っ
て
現
わ
れ
、

直
ち
に
他
の
四
つ
の
役
職
と
同
列
に
扱
う
事
は
問
題
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
の
叙
述
か
ら
は
除
外
し
た
。

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

五
七



パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

五
八

（9
）
の
』
〈
b
－
F
ω
昌・

（
仙
川
）
《
川
辺
M
M

．－F
O
＠・

（
日
）
検
討
し
得
た
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
三
五
／
五
七
。
十
二
世
紀
後
半
以
降
に
絞
れ
ば
、
二
三
／
二
九
。

2）

E
n
E
E
b
E
E
F
p
e・
喜
一
－

N
S
E
a－

（
臼
）
。
～

5・
F
ω

∞臼
l
h
p

・

（M
）円り』〈
hu－－

F
g・
二
二
四
年
に
も
、
参
事
会
書
簡
及
び
司
教
文
書
に
於
い
て
確
認
し
得
る
。

n
C
h
u－
D
S
N
2
2
8叶
・
尚
、
印
璽
の
使
用
は
、

史
料
編
纂
者
の
付
す
註
及
び
「
コ
ロ
ポ
ラ
チ
オ
l
」
に
於
け
る
一
吉
田
及
か
ら
、
そ
の
情
報
を
得
ら
れ
る
。

（
時
）
。
。
、
・
ロ

O
N
E－

（

凶

）

n
G
h
J
ロ
o
m一回
目
・

（
口
）
こ
の
期
間
に
於
け
る
比
率
は
、
十
一
／
十
八
。
よ
り
詳
細
に
見
れ
ば
、
母
S
E国国曲耳目
MbZ百
六
五
／
六
、
宕
S
ロ
E
g
b
g
g
H、

内同叩
n
曲
ロ
ロ
回
国
民
志
向
同
O
円
、
五
／
六
で
あ
る
。
但
し
、
回
白
号
注
O
司
は
、
二
七
七
年
以
降
も
は
や
、
こ
の
形
を
採
っ
て
い
な
い
。

一
／
六
、

m 

パ
リ
司
教
座
教
会
発
行
の
文
書
か
ら
は
、
更
に
次
の
二
点
に
関
す
る
検
討
が
可
能
で
あ
る
。

ω参
事
会
・
参
事
会
員
を
示
す
用
語

川
法
行
為
の
行
な
わ
れ
た
場
所



）
 

ea 
（
 

便
宜
上
、
参
事
会
員
に
関
す
る
検
討
か
ら
始
め
る
。

ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
戒
律
及
び
ア
l
ヒ
ェ
ン
戒
律
に
於
い
て
は
、
参
事
会
員
を
示
す
用
語
は
、
ほ
ぼ

g
ロ
o
E
n
g
に
統
一
さ
れ
、
文
脈
上
、

↑

ゆ

令

’

e

守
必

単
に
己
耳
目
。

5
と
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
パ
リ
に
於
い
て
は
、
十
一
世
紀
前
半
ま
で
、

g
ロ
O
E
n
Eと
守
山
門
司
が
並
用
さ
れ
、
更
に
、

守＆

単
に
の
－

oュ2
∞
と
呼
ば
れ
る
ケ
l
ス
も
あ
る
。
こ
れ
以
降
の
時
期
に
は
、
ほ
ぼ

g
ロ
oEnZ聞
に
統
一
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
、
司
教
文
書
中
に
於
け
る
ロ

O弘
司
の
用
法
で
あ
る
。
参
事
会
員
を
一
不
す
用
語
に
ロ

omHR
が
付
さ
れ
る
用
例
は
、
参
事
会
員
の
初
出
で

主

主

主

あ
る
八
二
九
年
以
降
一
一
四

O
年
ま
で
の
、
ほ
ぼ
全
て
の
司
教
文
書
に
現
わ
れ
る
。
逆
に
、
こ
の
時
期
以
降

g己
買
が
付
さ
れ
る
の
は
、

前
述

g
宮
口
8
5
等
の
「
司
教
の
オ
テ
ル
」
構
成
員
の
肩
書
と
し
て
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
参
事
会
員
は
、

g
ロ
oznE∞
∞

g
z
z
R
F

g
ロ
O
E
g印同
MRZFog－印（
0
2－gぽ
）
と
し
て
現
わ
れ
、
ロ

O印
門
司
は
付
さ
れ
な
い
。
こ
の
様
な
状
況
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
前

述
し
た
司
教
の

g
B
＝S
5、
司
教
の
己

E
n
g
で
も
あ
る
参
事
会
員
の
場
合
で
、
彼
等
の
肩
書
は
、
前
者
（
口
毛
色

B
E
n－mユ口
5
）

停＆

に
限
つ
て
の
み
ロ
O
印
仲
買
が
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
戒
律
及
び
ア
1
ヒ
ェ
ン
戒
律
が
、
参
事
会
員
の
集
団
を
一
不
す
用
語
と
し
て
用
い
た

主

〔

叩

）

。。ロ

mzmωZo
は
、
パ
リ
に
於
い
て
は
、
十
世
紀
末
か
ら
使
わ
れ
る
が
、
そ
の
他
、
単
に
の
－

oEm
と
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
十
二
世
紀

の
参
事
会
文
書
に
於
け
る
発
行
者
の
覧
で
用
い
ら
れ
る
用
語
は
、

g
口
問
円
高
忠
吉
の
他
、

8
ロ
g
E
5・
己
司

5
・
g

－z
z
g、
或
い
は
単

に

gロ
O
E
a
と
様
々
で
、
こ
の
時
期
以
前
に
は
、
む
し
ろ
、
場
所
或
い
は
集
会
を
示
す
用
語
で
あ
っ
た

S
1
z
z
s
に
統
一
さ
れ
る
の

は

、

二

六

O
／
一
年
文
書
以
降
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
時
期
の
教
皇
文
書
に
於
け
る
、
参
事
会
全
般
を
指
す
用
語
の
変
化
と
も
一
致
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
パ
リ
の
場
合
、
参
事
会
を
示
す
用
語
も
、
回

g
g
冨

ωユ
0
2ユ
色
。
ロ
田
町

on己
g
－o
文
は
そ
の
省
略
形
に

次
に
参
事
会
に
関
し
て
で
あ
る
が
、

よ
っ
て
修
飾
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

一
五
九



パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

一
六

O

(b) 

文
書
に
は
謹
吊
、
〉

n
Z
B以
下
の
形
で
、
当
該
文
書
が
記
載
す
る
法
行
為
の
行
な
わ
れ
た
場
所
の
言
及
が
あ
る
。

附
録
に
挙
げ
た
一
一
二
二
年
の
司
教
文
書
の
場
合
、
「
ノ
1
ト
ル
H
ダ
ム
教
会
の
参
事
会
室
に
於
い
て
為
さ
れ
た
」

（
M
V

｛

路

）

（

時

）

szz－o∞g
g
Z
R
－oと
記
載
さ
れ
て
い
る
。
司
教
文
書
に
於
い
て
は
、
八
六
八
年
以
降
一
一
四

O
／
一
年
ま
で
の
、
特
に
一

O
八
八

円口〉年
以
降
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
文
書
に
、
こ
の
「
参
事
会
室
に
於
い
て
」
の
言
及
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
時
期

以
降
、
こ
の
言
及
が
消
え
、
代
わ
っ
て
、
司
教
法
廷
（
或
い
は
司
教
区
庁
）

E
gユω
5
2
B
E
a
u
s－
、
司
教
館
吉
弘
0
5
0

（

mv 

ロO
印可

P
E
℃
ω
E
E
O
ロ
o
a
g等
が
現
わ
れ
、
特
に
司
教
モ
l
リ
ス
は
、
サ
ン
H
ヴ
ィ
ク
ト
l
ル
律
修
参
事
会
内
に
館
を
持
っ
て
お
り
、
こ

【別｝

こ
で
法
行
為
が
為
さ
れ
た
文
書
が
多
数
残
っ
て
い
る
。

〉
口
門
戸
』
ヨ

日ロ

｛

2
v
 

他
方
、
参
事
会
文
書
に
関
し
て
は
、
こ
の
部
分
は
、
そ
の
初
出
で
あ
る
一
一

O
O年
以
降
、

《

M
V

教
会
の
参
事
会
室
に
於
い
て
」
の
形
、
そ
れ
以
降
は
、
「
我
が
参
事
会
室
に
於
い
て
」
吉

S
1
z
－0
5
2
8
或
い
は
単
に
「
参
事
会
室
に

｛
笥
）

於
い
て
」
の
形
で
記
さ
れ
る
。
こ
れ
等
の
表
現
の
変
化
が
、
具
体
的
な
場
所
の
変
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
さ

て
お
き
、
こ
こ
で
は
、
参
事
会
の
法
行
為
は
一
貫
し
て
「
参
事
会
室
に
於
い
て
」
為
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
、
及
び
、
十
二
世
紀
前
半
に

《鈎】

一
一
ム
ハ
四
年
ま
で
は
、
「
ノ
l
ト
ル
リ
ダ
ム

は
、
司
教
の
法
行
為
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

〔註〕（1
）
特
に
、
ァ
l
ヒ
ェ
ン
戒
律
は
、
修
道
士

B
Oロ白
n
y
g加
と
の
対
比
で
、
聖
職
者

n

－R
R
5
と
い
う
表
現
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
尚
、
本

稿
が
利
用
し
た
両
戒
律
の
エ
デ
ィ
シ
ヨ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
オ
ッ
カ
1
ル
版
及
び

M
G
H
版
で
あ
る
。

zonGEE－
P
F白
河

R
z
e
g
E件

。
可

oammgm－
目
白
円
借

azm丘町
O
ロ
P
E
E
E言
。
雪
邑
悶
h
a
s
h－玄叩門

P
E
S－
3
・
8
1
8
一－
ah・。
g
s．RRH・ロ－
E
B
E
o
F
Y円師向・

〈

O
ロ
〉
・
宅
2
5
z
m
F
O
R
－
出
血
ロ
ロ
0
4
四円・

5
2・
3
・
ω
2
1品
N
H
・



（2
）
叩
－
m・門リミ
P
F
S切
la
（白
O
S
N）
一
の
の
河
口
O回
豆
（
白
o
n－－
g
g
s
a
（白
0
5
0
0
x
nミ
b
－
Fωω
吋

l∞（白
o
n・5
ω
g
a
n－

（3
）叩・伺－

n
c
h
g
o
ω
切
（
由
。
∞
M＠
）
一
。
ミ
b
－
F
臼

N伊
L
o
g
o
＠＠
N）
一
向
。
hJ
ロ
O
叶何回一（白
0
5
0
0）
一
向
弓
N
H
F
臼
臼
吋
1

∞

S
o
n－－。
ω
g
a
n－

（4
）冊・伺－

GGhJ
ロ
O曲
品
∞
（
曲
。
∞
α
8
2
叶
印
（
白
0
5
0
0）一

ωChu－ロ
oω
∞（釦
0
5先日）

a
n－

（5
）
の
の
河
口
。

ω印・

（6
）
句
ミ
門
U
D
O
N
g－

（7
）
こ
れ
は
、
主
に
テ
ク
ス
ト
の
「
主
文
」
及
び
「
コ
ロ
ボ
ラ
チ
オ
1
」
に
於
け
る
言
及
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
で
あ
る
。

（8
）
典
型
的
な
用
例
を
一
例
の
み
挙
げ
て
お
く
。
の
ロ
H・
P
－
aミ－

R
F－ロ
O
H
H
（
曲
。
＝

g
y
a
z
w
a
g－
8
8
E
o
p
n曲目
u
a
zロ
ロ
師
ロ
o
a常
兵

自
ロ
Oロ目
n
E
∞
g
g
g
Rぽ
E
ユ
包

g
m
s・3

尚
、
こ
こ
で
、
用
例
の
言
及
状
況
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
テ
ク
ス
ト
中
に

参
事
会
員
個
人
が
現
わ
れ
る
ケ
l
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
の
部
分
に
参
事
会
員
が
現
わ
れ
る
の
は
、
十
二
世
紀
前
半
の
不
特
定
の
形
に
ほ
ぼ
限
ら

れ
る
。
第
二
に
、
下
署
も
し
く
は
証
人
の
覧
に
於
い
て
は
、
十
二
世
紀
後
半
の
参
事
会
員
が

n
g
o
E
n
g
と
明
記
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前

の
時
期
に
は
、
彼
等
は
、
役
職
名
或
い
は
聖
品
名
の
み
し
か
肩
書
を
持
た
な
い
。
こ
の
様
な
言
及
状
況
は
、
単
に
、
十
二
世
紀
後
半
に
は
、
参
事
会

員
を
他
の
司
教
側
近
聖
職
者
と
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
と
い
う
事
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
は
、
参
事
会
員
以
外
に
、
司

教
周
辺
に
い
る
聖
職
者
群
を
確
認
出
来
な
い
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
す
。

（9
）
《
岩
b
－
FωMml＠（白
o
g
g
・

（

ω）
伺
－
m－
の
の
河
口
O
H
M－（白
o
z
g）
一
句
足
。
・
ロ
0
5
0
S
o
－－

M
g
z
n－

（日）

g立
Z
Z
B
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
は
、
書
物
の
小
さ
な
区
分
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
修
道
士
や
律
修
聖
職
者
が
、
聖
務
日
課
の
際
、
戒
律
や

典
礼
書
の
一
部
を
読
む
慣
行
か
ら
、
そ
の
読
み
上
げ
が
行
な
わ
れ
る
集
会
、
更
に
は
、
そ
れ
が
行
な
わ
れ
る
場
所
を
も
意
味
す
る
様
に
な
っ
た
。
ぇ
－

u
z
の
g
m
P
2
0
8
6
3．Rs
s
a
e肉
食
宮
、
ぎ
ぬ
由

E
H
S帆

S
P
E－－唱
R
F・
2
4
5・。
S
N・
Z
E．
F
ロ．可－

E
H
一
言
n
z
z
a
b
Eロ
E
．同
y
．

0hv・
n
H

．R－
u・∞
N
・

（
ロ
）
内
UChu－ロ
O
土
ω・

（
日
）
口
『
・
寸
o
z
c
o
σ
g
z・同
y
－
a
a
Q．F－
n
o
F
a－－－

（M
）

nChu－ロ
O
H＠切・

（臼）

nChu－ロ
O
仏∞－

（
時
）
句
ミ
ロ
ロ
O
M
g・

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

....L.. 

ノ、



パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九

l
士
一
世
紀
）

-1.ー・
，＼ 

（
口
）
仇
』
向
。
・
ロ

os・

（
国
）
一

O
八
八
年
｜
一
一
四

O
／
一
年
期
に
関
し
て
、
場
所
の
記
載
が
存
在
す
る
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
二
五
／
一
ニ
二
。
但
し
総
数
に
は
、
単
に

パ
リ
と
し
か
な
い
も
の
が
四
通
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
の
時
期
に
関
し
て
は
、
場
所
の
言
及
が
存
在
す
る
の
は
十
一
通
の
み
で
、
こ
の
内
七
通

は
、
単
に
パ
リ
と
し
か
な
い
。
そ
の
他
四
通
の
内
訳
は
、
「
ノ
l
ト
ル
H

ダ
ム
教
会
の
参
事
ム
E
室
に
於
い
て
」
二
通
、
「
ノ
l
ト
ル
U
ダ
ム
の
祭
壇
の

前
で
」
一
通
、
パ
リ
外
、
一
通
で
あ
る
。

（印）

n
c
h
J
ロ
O師
臼
印
＠
（
曲
。
＝
旬
。
）
兄
品
。
ω
S
o
－
－
コ
）
・

（
加
）
巾
閃
・
の
の
河
口
omω
∞
o
z
o
－－
m〔））・品目
ω
S
o
－－

0
5
・
巴
旬
（
曲
。
＝
斗
ω）巾門口・

（
幻
）
叩
ぬ
－

n
C
h
u－ロ
O師
向
コ

S
o
－
－
叶
（
）
）
・
可
。

s
o
－－斗山田
l
∞
。
）
一
句
、
・
ロ
O
H
M
S
o
Z∞
品
）
一
の

5
・
p
aミ
・
町
民
？
ロ
O凹
ω
（
印
。
凹
回
目
∞
品
）
・
印

s
o
－－∞
3
・
0

（
曲
。
ニ
ヨ
∞
∞
）
・
叶
（
由
。
ニ
∞
＠

1
8）
丘
町
・
尚
、

I
｜
註
（
1
）
参
照
。

（
辺
）
門
リ
ミ
b
－
Fω
吋

ω・

（
お
）
門
UChu－コ
O

品
。
・
こ
の
文
書
は
、
厳
密
に
言
え
ば
ノ
テ
ィ
ス
で
あ
る
が
、
差
出
人
の
覧
が
欠
け
て
い
る
点
を
除
け
ば
、
そ
の
形
式
は
、
他
の
参
事

会
文
書
と
完
全
に
同
一
で
、
し
か
も
、
テ
ク
ス
ト
中
一
人
称
の
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、
敢
え
て
検
討
の
対
象
に
含
め
た
。

（
剖
）
こ
の
時
期
の
、
場
所
の
記
載
が
存
在
す
る
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
十
七
／
一
二
。
但
し
、
総
数
に
は
、
単
に
パ
リ
と
し
か
な
い
も
の
が
二
通

含
ま
れ
て
お
り
、
残
り
の
二
通
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
パ
リ
教
会
の
参
事
会
室
に
於
い
て
」

E

S同MREo
－ぜ江田－

g日

z
s
n
z
a
o、
「
参
事
会
室
に
於
い

て」

E
B立
E
－o
で
あ
る
。

（
お
）
こ
の
時
期
の
、
場
所
の
記
載
が
存
在
す
る
文
書
数
に
対
す
る
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
十
一
／
十
七
、
四
／
十
七
。
残
り
の
二
通
は
、
単
に
パ
リ
で

あ
る
。

（
お
）
言
及
状
況
か
ら
見
て
、
こ
れ
等
の
表
現
は
、
単
な
る
言
い
換
え
で
あ
る
と
、
一
応
推
測
さ
れ
る
。
筆
者
は
現
時
点
で
、
「
参
事
会
室
」
の
具
体
的

位
置
に
つ
い
て
は
確
認
し
得
て
い
な
い
が
、
こ
の
点
は
、
別
稿
で
パ
リ
の
カ
テ
ド
ラ
ル
に
関
す
る
諸
問
題
を
取
り
扱
う
際
に
譲
り
た
い
と
思
う
。
因

み
に
、
ラ
ン
の
場
合
、
「
参
事
会
室
」
は
、
カ
テ
ド
ラ
ル
の
南
に
、
隣
接
す
る
形
で
存
在
す
る
。

g
－－
Z
F
E－－
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・



結

以
上
の
考
察
か
ら
は
、
次
の
様
な
状
況
が
推
測
さ
れ
得
る
と
考
え
る
。

－
参
事
会
が
、
な
ん
ら
か
の
形
で
、
集
団
と
し
て
の
凝
集
力
を
高
め
た
の
は
、
十
一
世
紀
末
以
降
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
十
二
世

紀
中
葉
以
降
に
於
け
る
、
文
書
形
式
の
整
備
及
び
印
璽
の
使
用
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
か
ら
は
確
実
に
、
極
め
て
よ
く
組
織
化
さ
れ

た
団
体
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。

2
司
教
と
の
関
係
に
於
い
て
、
参
事
会
、
参
事
会
員
は
、
少
な
く
と
も
十
二
世
紀
中
葉
ま
で
、
そ
の
重
要
な
側
近
で
あ
り
続
け
た
様
に

z
 

思
わ
れ
る
。
特
に
、
十
一
世
紀
以
降
は
、
司
教
文
書
の
形
式
か
’
り
し
て
、
彼
等
は
、
司
教
に
極
め
て
近
い
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
に

対
し
て
、
十
二
世
紀
後
半
期
に
於
い
て
、
司
教
の
周
辺
に
い
る
の
は
、
参
事
会
員
の
一
部
を
含
む
新
た
な
側
近
集
団
で
あ
り
、
こ
の
時
期

の
参
事
会
自
体
は
、
司
教
と
あ
る
程
度
の
距
離
を
持
っ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
む
し
ろ
、
問
題
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
岐
に
渡
る
事
が
予
想
さ
れ
る
個
別
の
検
討
は
、
今
後
に
委
ね
ね
ば
な
ら
な
い
。

〔註〕（1
）
本
稿
が
行
な
っ
た
様
な
考
察
に
関
し
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
史
料
の
文
書
形
式
学
的
分
析
、
及
び
文
書
局
自
体
の
検
討
が
な
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
筆
者
は
、
こ
こ
で
詳
述
し
得
な
か
っ
た
点
も
含
め
、
別
稿
で
改
め
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

パ
リ
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
形
成
（
九
｜
十
二
世
紀
）

----'---，＼ 



CGP, no 467 ao 1168-69 

Engagement pris par le doyen de l・eglisede Paris de laisser leur lit 

a l'Hotel-Dieu, a leur mort ou lorsqu’ils renonceraient a leur prebende. 

Beatus qui intelligit ... 

In・ Christi igitur nomine, tam futuris quam presentibus innotescat 

quod ego・ Barba Aurea, Dei gratia Parisiensis ecclesie decanus, et 

universum ejusdem ecclesie capitulum, 

in capitulo nostro communi omnium assensu, ... , con-

sitituimus quod . 

Quod, ne possit a posteris infirmari, sigilli nostri impressione et 

omnium nostrorum subscripcione firmavimus. 

Signum Barbe Auree decani. 

S. Alberti precentoris. 

s. Gozmundi archidiaconi. 

S. Symonis archidiaconi. 

S. Girardi archidiaconi. 

S. Roberti succentoris, sacerdotis. 

s. Jocelini sacerdotis. 

S. Gauteri sacerdotis. 

S. Anselli diaconi. 

S. Hilduini diaconi. 

s. Petri diaconi. 

S. Baldoini subdiaconi. 

S. Willelmi subdiaconi. 

s. Philippi subdiaconi. 

S. Philippi pueri. 

s. Johannis pueri. 

S. Hugonis pueri. 
ー」ー．ノ、

Actum autem publice Parisius in capitulo nostro, anno ab In－四

carnacione MO co LXO vmo ' 

Data per manum Petri cancellarii. 



CGP, no 195 ao 1122 

Confirmation par Girbert, eveque de Paris, de la fondation de 

l'eglise Saint-Denis de la Chatre. 

Pastoralis providentie est pio affectu ac studiosa sollicitudine 

omnibus invigilare, ... 

Ego igitur Girbertus, Dei misericordia Parisiensis ecclesie humilis 

episcopus, notificare curavi ... 

. , assensu domni Henrici archidiaconi et totius capituli 

nostri, ... , confirmamus . . 

Et, ne hoc aliqua posterorum calumpnia possit infirmari, sigilli 

nostri impressione et canonicorum nostrorum signis decrevimus sic 

fulciri. 

Signum Girberti episcopi. 

s. Berneri decani. 

S. Ade precentoris. 

s. Stephani archidiaconi. 

S. Henrici archidiaconi. 

s. Teobaldi archidiaconi. 

S. Landonis sacerdotis. 

s. Teoderici sacerdotis. 

s. Philippi sacerdotis. 

S. Frederici diaconi. 

s. Guillelmi diaconi. 

S. Guineranni diaconi. 

S. Hugonis subdiaconi. 

S. Petri subdiaconi. 

S. Alberti subdiaconi. 

s. Anselli pueri. 

S. Andree pueri. 六
五

S. Manasse pueri. 

Actum publice Parisius, in capitulo Sancte Marie, anno Dominice 

Incarnationis MO co xxno . 

Tetbaldus cancellarius subscripsit. 


